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第２章 鉄道交通安全施策の現況

１ 鉄道交通環境の整備
●運転保安設備の整備
JR 西日本福知山線列車脱線事故を踏まえて改正した技術基準に基づき，曲線，分岐器，線路終端，その
他重大な事故を起こすおそれのある箇所への自動列車停止装置（ATS）等の整備促進を図った。

●鉄道の地震対策の強化
新幹線の高架橋柱及び在来線の高架橋柱について耐震補強の促進を図った。また，今後発生が予測される
大規模地震に備え，緊急人員輸送の拠点等の機能を有する主要な鉄道駅において耐震補強の緊急的実施を進
めた。

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及
踏切事故防止について，ポスターの掲示等によるキャンペーンを実施し，学校，沿線住民，道路運送事業
者等に対し，踏切道の安全通行や鉄道事故防止に関する知識の普及及び意識の高揚を図った。
また，児童等を対象に鉄道利用に係る安全教育を効果的に行うために必要な事項を調査し，作成した教材
について，鉄道事業者等に出前講座等に活用するよう促した。

３ 鉄道の安全な運行の確保
●運転士の資質の保持
動力車操縦者の資質の確保を図るため，動力車操縦者運転免許試験を適正に実施した。また，乗務員の資
質が保持されるよう，運転管理者が教育等について適切に措置を講ずるよう指導した。

●リスク情報の分析・活用
重大な列車事故を未然に防止するため，リスク情報を関係者間において共有できるよう，インシデント等
の情報収集を行っている。さらに，国への報告対象となっていないリスク情報について，鉄道事業者による
情報共有化を図っている。

●運輸安全マネジメント制度の充実
平成１８年１０月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により，事業者が経営トップから現場まで一丸
となって安全管理体制を構築し，国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を２３年１２月末まで
に延べ８１４社に対して実施した。

●大規模な事故等が発生した場合の適切な対応
国及び鉄道事業者における，夜間・休日の緊急連絡体制を点検・確認し，大規模な事故又は災害が発生し
た場合に，迅速かつ適確な情報の収集・連絡を行った。
また，大都市圏，幹線交通における輸送障害等の社会的影響を軽減するため，鉄道事業者に対し，列車の
運行状況を適確に把握して，乗客への適切な情報提供を行うとともに，迅速な復旧に必要な体制を整備する
よう指導した。


